
 

今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金交付要綱  

 （目的） 

第１条 この要綱は、市内の医療機関へ新たに勤務する看護師等の就業に要する負担を軽減する

ことで、市内定着を向上させ、医療の提供体制を維持するため、看護師等に対し予算の範囲内

で、今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とに関し、今治市補助金交付規則（平成 17 年今治市規則第 53 号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(１) 看護師等 保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）第５条に規定する看護師

及び同法第６条に規定する准看護師をいう。 

(２) 医療機関 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院及び同

法第１条の５第２項に規定する診療所をいう。 

(３) 常勤職員 １月に 120 時間以上勤務する者をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当するものとする。  

(１) 看護師等免許を有している者 

(２) 今治市内医療機関において看護師等として新たに勤務する者で、常勤職員として就職し、

３年以上継続して勤務する意思がある者  

(３) 次のいずれかに該当する者 

ア 就職を機に愛媛県外から今治市内に転入した者 

イ 就職を機に愛媛県内から今治市内に転入した者 

ウ 愛媛県外から県内の養成校に進学し、就職を機に今治市内に転入又は今治市内で転居

を行った者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、交付対象者としないものとする。  

(１) 今治市外の医療機関等に看護師等で勤務し、転勤等により今治市内の医療機関に勤務す

る者 

(２) 勤務開始日前の１年以内に、常勤・非常勤問わず今治市内の医療機関に勤務していた者  

(３) 医療機関の事務等に従事しており、看護業務に専念していない者  

(４) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがある者  

  



 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と

し、1,000 円未満の端数が生ずる場合はその端数を切り捨てた額とする。  

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、今治市ＵＩＪターン

看護師等支援事業費補助金交付申請書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(１) 医療機関勤務（採用）証明書（別記様式第２号）  

(２) 履歴書（別記様式第３号） 

(３) 看護師等免許証の写し（又は取得を証明する書類）  

(４) 別表で定める対象経費の金額が分かる領収書等の写し  

(５) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、勤務開始日が属する年度において行うものとする。  

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金の交付を決定し、今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金交付

決定通知書（別記様式第４号）により速やかに当該申請者に通知するものとする。  

２ 市長は、審査の結果、補助金の交付が不適当であると認めるときは、その旨を今治市ＵＩＪ

ターン看護師等支援事業費補助金不交付決定通知書（別記様式第４号）により申請者に通知す

るものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、今治市ＵＩＪターン看護師等支援事

業費補助金請求書（別記様式第５号）を市長に提出しなければならない。  

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を

取り消し、又は変更することができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、

市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。  

(１) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。  

(２) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。  

(３) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。  

  



 

（勤務状況の調査等） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、申請者が勤務する医療機関における勤務状況につ

いて、調査をすることができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、書類等の検査をすることができる。  

３ 交付決定者は、市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければならない。  

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

別表 

 

 ※対象経費を具体的に決定するために必要な事項は別に定める。  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象経費※ 基準額 

採用された医療機関で勤務を開始するために要する以下の経

費（ただし、採用決定日から申請までに支出した他の助成の対

象とならない経費） 

・転居等のために必要な引っ越し代金 

・転居等のために必要な旅費（移住前住所地と移住先住所地間

の移動に要する公共交通機関又は高速道路の利用料金に限

る。） 

・賃貸借契約時の礼金（敷金は除く）、仲介手数料、家賃  

・医療機関で使用する被服、書籍 

・医療機関への通勤に要する移動用自転車及びヘルメット等の

付属品（自動車・バイクは除く） 

・その他転居等に伴い購入した生活に必要な用品・備品  

200,000 円 



 

別記様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日 

（宛先）今治市長 

申請者 

住 所            

氏 名            

電話番号           

 

 今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金交付申請書  

 

今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添え

て次のとおり申請します。なお、補助金支給の審査にあたり、次の事項に同意します。  

・医療機関に勤務開始日から起算して３年以上継続して勤務する意思があること。  

・補助金の交付の決定及びその取り消し等に必要な範囲で、市が保有する住民基本台帳情報の利

用及び勤務する医療機関へ勤務状況を調査すること。  

交付要綱第３条（３）

の 要 件 

（該当にチェックを） 

□ ア 就職を機に愛媛県外から今治市内に転入した者 

□ イ 就職を機に愛媛県内から今治市内に転入した者 

□ ウ 愛媛県外から県内の養成校に進学し、今治市内に転入又は今治

市内で転居を行った者 

勤務する医療機関の 

名 称 
 

勤 務 開 始 日  

申 請 額 
合計        円（上限 200,000 円） 

（1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て）  

添 付 書 類 

(１) 医療機関勤務（採用）証明書（別記様式第２号）  

(２) 履歴書（別記様式第３号） 

(３)  看護師等免許証の写し（又は取得を証明する書類）  

(４)  別表で定める対象経費の金額が分かる領収書等の写し  

(５) その他市長が必要と認める書類 

 



 

別記様式第２号（第５条関係）  

 年  月  日 

 

（宛先）今治市長 

 

所 在 地           

法 人 名           

代表者名           

電話番号           

担当者氏名          

    

医療機関勤務（採用）証明書  

 

次の者は、当法人が運営する医療機関の職員として勤務（採用）することを証明します。  

氏 名  

勤 務 形 態  

勤 務 す る 医 療 機 関 の 

名 称 
 

勤 務 開 始 日  

採 用 決 定 日  

雇 用 期 限 期限なし・期限あり（    年   月  日まで） 

１ か 月 

当 た り の 

勤 務 時 間 

時間 

※記載された内容に不明な部分があるときは、問い合わせや再提出のお願いをする場合がありま

す。 

  



 

別記様式第３号（第５条関係） 

履歴書 

（今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金申請用）  

フリガナ 

氏 名 
 生年月日 年  月  日 

資格取得日 
看護師等資格  

年  月  日  

現住所 

〒 

 

前住所 

〒 

進学前住所 

（第３条（３）ウの要件に該当する場合）  

〒 

 

 

  

年 月 学   歴（最終学歴のみ記入）・職   歴 

   

   

   

   

   

   



 

別記様式第４号（第６条関係） 

今治市指令記号第   号 

年 月 日 

   

           様 

 

今治市長 

 

 

今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書 

 

 

     年 月 日付けで申請のあった今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金につい

ては、下記のとおり決定したので通知する。  

 

記 

 

決定区分 交付  ・ 不交付 

交付決定額 金   円 

 

 

        不交付の理由： 

        

  



 

別記様式第５号（第７条関係） 

  年  月  日 

 

（宛先）今治市長 

申請者           

住 所           

氏 名           

電話番号          

                    

 今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金請求書  

 

今治市ＵＩＪターン看護師等支援事業費補助金を下記のとおり請求します。  

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）口座名義は、申請者と同一の名義であること。  

１ 請 求 金 額 金  円 

２ 振 込 先  

金融機関名  

銀行 

金庫 

農協 

 
支店

支所 

預金種別 普通  ・  当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  


